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第９準備書面
－　羽澤ガーデンは重要文化財である　－

平成２０年８月２６日

東京地方裁判所民事第３８部　御中

原告ら訴訟代理人　弁護士　斉藤　驍　外
１．地球温暖化、ヒートアイランドに対応することが焦眉の課題となってから、すでに１０年以上が経過している。平成１６年の景観法の制定をひとつの契機として、みどりと文化の実定法秩序が形成されたのもこのためである。

ここにおけるみどりの今日的意義、羽澤ガーデンの占める特殊かつ大きな役割については相当論じてきた。しかし被告らは、我々が論じ、かつ指摘している事実について、ほとんど答弁していない。のみならず、訴外三菱地所、同日山らが羽澤ガーデンのマンション建築に関する標識（東京都中高層建築の紛争等に関する条例、渋谷区建物の解体に関する条例に基づく）を平成１９年３月に立て、開発の内容に関する説明会を同年６月から８月まで計３回行い、１１月には羽澤ガーデンの建物の解体と樹木の伐採に着手しているにもかかわらず（甲第２９号証の１乃至２等）、被告東京都は、直近の平成２０年８月２６日付準備書面（３）において、東京都自然保護条例のいう「『開発行為』はいまだ存在していない」とまで述べている。

訴外三菱地所及び日山が建物解体・樹木伐採に着手したこと、そのことだけでまさに開発行為に着手したことになるのは常識であり、被告東京都はこれを知らないはずはない。議論はともかく、「存在するもの」を「存在しない」というのは、事実の捏造であり、到底許されることではない。行政訴訟においてはなおさらである。被告らは、羽澤ガーデンのみどりの役割等についての事実を争おうとするのであれば、そのことを具体的かつ明確に示すべきである。

今回我々は、以上のことを促しながら訴状等において指摘してきた羽澤ガーデンの文化的意義、すなわち文化財保護法にいう文化財としての役割を具体的に論ずることとする。

２．羽澤ガーデンの文化的意義

（１）羽澤ガーデンが、中村是公が大正４年につくった約３０００坪に及ぶ屋敷跡であり、建物と庭が一体となり当時の基本的状況を維持しつつ、広尾の住宅地の街並みとみどりを支えてきたことは、すでに述べた通りである。

このこと自体、建築史、造園史等において、文化財として重要な意義を有し、多くの専門家、有識者が等しく認めるところであるが、後に詳述する。

中村是公が明治、大正期の代表的官僚政治家･実業家の一人であることを否定する者はまずあるまい。菊池寛の「満鉄外史」によれば、満鉄の経営、植民地統治、関東大震災の復興等、その政治的・実務的能力は、きわめて著名な後藤新平をしのぐものがあるとされている。一方、大学予備門当時から大正５年（１９１６年）に死去するまで生涯の親友であった夏目漱石（以下「漱石」という）の近代史、近代文学における偉大な意義については語るまでもあるまい。

漱石の生誕１５０周年が近づきつつあり、本年すでに豊島区が漱石の自宅の保存に乗り出し、また朝日新聞（夕刊）は本年５月１７日より一週間、「漱石の満州を歩く」という特集記事を連載した（甲第○○号証）。

中村是公が満鉄総裁であった明治４２（１９０９）年９月６日、漱石は是公に招かれ、満州、韓国を約１か月半旅行した。この旅行記が「満韓ところどころ」であり、同年１０月から１２月まで朝日新聞紙上に連載された。２０世紀初頭の旧満州地方の貴重なルポでもあり、当時の日本人の一般水準を反映する中国人に対する表現もあり、漱石最大の問題作とも言われる。

この作品における漱石の足跡を辿りつつ当時の満州と現在を対比しながら漱石のアジア観を透して、当時におけるわが国の知識人のそれを探ろうとする企画である。

日中関係の正常かつ友好的な関係を築くことが我が国にとって極めて重要な課題であることはいうまでもないし、その為には、台湾から始まり、満州、さらには中国全土へと拡がった日本の侵略の歴史を正視しなければならず、その場合この「近代日本」をリードした知識人の認識と思想を充分探求しなければならない。

この点においてこの企画はいいところをついている。是公と漱石の二人ほど、世界を異にするものの、「近代日本」を代表するものは少なくない。二人はまさに「近代日本」の知識人の象徴とさえいえる。

漱石の死後、遺族は是公宅（羽澤ガーデン）を訪れていたばかりでなく、羽澤ガーデンが森らにより料亭として経営されるようになった時も、孫の松岡陽子マックレインらが訪れている（甲第３１号証）。

是公と漱石の関係は、上記の「満韓ところどころ」だけではなく、「変化」「思い出すことなど」等の作品や日記にちりばめられている。予備門、大学（東京帝国大学）に通い、社会に出てゆく当時の知識人の群像が活写されてもいる。

以上のことだけを考えても、羽澤ガーデンはまさに漱石と是公の極めて貴重な記念物であり、その文化的意義（重要文化財）は測り知れない。

（２）中村是公は昭和２年（１９２７年）死亡した。

昭和２２年３月、日山の創業者村上禎一が是公と同郷の誼から、是公邸を主として居住する目的で買い受けた。日本が第二次大戦に敗北した直後のアメリカを中心とした連合国の占領下であった。その後間もなく連合国軍最高司令官総司令部（ＧＨＱ）の指示により、総司令官マッカーサー元帥等ＧＨＱの要人の妻女に日本の文化を伝えることを目的とする「社団法人文化協会羽澤ガーデン」をこの屋敷に置くことになり、日本文化を教えるカルチャーセンターとしてその管理を禎一・幾野夫妻が行った。その頃成人になって間もない森美枝子はその手伝いをしていた。課目はお茶、お花、踊り、琴、三味線等であり、お茶、お花は逗子に居住していた中村某女、踊りは近所の花柳光勇らが担当していた。受講期間は一定していなかったが、祝祭日を除いて毎日かなりの人が出入りし、森は手伝いの忙しい日々が続いた。

　　　カルチャーセンターの指定は昭和２４年に解除されたが、受講者の延べ人数は数百人にのぼり、かつ当時のＧＨＱ（職業軍人とは限らない）関係の要人の妻女であるから、このカルチャーセンターの文化的影響は多大なものがある。

　　　中村是公と漱石が欧米の影響下において成長した近代日本とアジアの間において位置付けられるとすれば、第二次大戦に敗北し、新しい憲法のもとで再出発した現代日本から連合国に対し日本の文化を発信するというインターナショナルな位置を新たに有するに至ったことになる。この文化的意義は誠に大きく、羽澤ガーデンの歴史に深く刻み込まれている。

（３）昭和２５年、村上禎一・幾野は、前記の社団法人文化協会羽澤ガーデンがＧＨＱ関係者のみならず連合軍と交流のある日本人の間にも相当有名になったことに着目し、「羽澤ガーデン」という当時としてはモダンな名前の和風料亭を是公の建物と庭を活用して経営することにし、株式会社羽澤ガーデンを設立した。差配は社長の幾野がやり、助手を森が務めることになった。

　　　朝鮮戦争が始まり、すでに連合国は分裂していたが、まだ占領下にあったので、外国人の客を呼ぶために英語版のパンフレットを別に作成したりした（甲第５３号証）。

料亭としての羽澤ガーデンは、日本が独立してからも順調に発展した。朝日新聞が主催する将棋の名人戦（大山康晴と升田幸三等）、囲碁の本因坊戦等の舞台になる等して各界の知名の士が多数訪れ、文化的交流の場としても活用されるようになった。ここを愛好した人物は、梅原龍三郎（画家）、中川一政（同）、山口瞳等の芸術家から山口開生（ＮＴＴ２代目社長）等の実業家等、あらゆる分野にわたっている。このような人々の文化的交流の場になったということは、是公の大正モダニズムと和風の武家造り、これを包む起伏に富んだ庭園の景観、そして是公・漱石の伝統によるものであることは言うまでもないが、村上禎一・幾野のこれを大切にする経営姿勢が、新しい文化を羽澤ガーデンに創り出したのである。

３．重要文化財としての羽澤ガーデン

（１）文化財保護法（以下「法」という）第２条は、文化財を以下のとおり定義している。

　

「第２条

　　一、建造物・・・その他有形の文化的所産で、わが国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの（これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む）

　　　（略）」

　　

これによれば、羽澤ガーデンが第２条一号に該当する文化財であることは以上述べたところからだけで極めて明白であり、被告らが今まで羽澤ガーデンの文化についての言及がないのもこのためである。

法の目的は、いうまでもなく「文化財を保存し、且つその活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること」（第１条）である。したがって、政府・地方公共団体の任務は「文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保全が適切に行われるように・・・この法律の趣旨の徹底」（第３条）を図ることであり、他方、文化財の所有者等関係者は「文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに・・・これを公開する等その文化的活用に努めなければならない」（第４条）のである。

村上禎一・幾野夫妻及びその後継者の森は、このような自覚を持って羽澤ガーデンを維持してきたからこそ、すでに述べ、今回さらに述べるように近隣住民との関係において羽澤ガーデンをできるだけ公開し、文化財を活用して近隣住民の文化に貢献し、住民もまたこれに応えてきたのである。

（２）前野意見書および西意見書について

①　さて、問題なのは、羽澤ガーデンが文化財であることはいうまでもないところであるから、法でいうどのレベルの文化財であるのかということである。すでに述べたところからして、その解答はおのずから明らかであろう。羽澤ガーデンのような歴史的意義が大きく、重層的な文化が形成されているところは極めて希少であるから、有形重要文化財（法第２７条１項）に相当することは極めて明確と言わなければならない。

　　②　すでに建築史、造園史、文化史の代表的専門家は、羽澤ガーデンの是公の建築した建物とその庭、意匠、構造、造形、その都市的文脈及び是公の歴史的意義からだけでも重要文化財に相当するという見解を明らかにしている。これが本日提出した前野まさるら意見書（甲第７５号証）、西和夫意見書（甲第７６号証）である。

前野氏は東京芸術大学名誉教授で、建築史、文化史を専門とし、ユネスコの世界遺産を審査するＮＧＯ日本イコモス国内委員会の委員長であり、文化財に対する評価のわが国のオーソリティである。西氏はその肩書きのとおり国の文化財保護行政に係わる文化審議会委員、東京都の文化財保護審議会の副会長であり、建築物等の文化財に対する造詣が深く、かつ文化財行政に充分通じている人物として極めて著名である。したがって、この２つの意見書を単なる個人的見解として評価することは、重大な誤りを生むことを銘記すべきである。

ⅰ）前野氏らは、羽澤ガーデンの成り立ちと是公の歴史をふまえた上で、羽澤ガーデン・中村是公邸の都市的文脈における位置付けについて、

「江戸期の広尾及び羽沢地域の環境は、現明治通の脇を流れる渋谷川現古川の流れる低地で、田畑の広がる田園的百姓地であった。現青山、広尾、麻布一帯は丘陵地で、現渋谷、神宮前から麻布にかけて、諸大名の下屋敷が多く設けられていた。これらの屋敷は、明治時代になると、旧大名屋敷跡地は政府御料地となり、貴族屋敷、有力実業家、官僚なとの邸宅となり、また、赤十字病院、軍の施設、学校施設などの用地となる。大正期には赤十字病院の南側に久邇宮邸、その西側に島津邸が建つ。このようにして、邸宅建設が周辺の宅地開発と共に進み、現在の都市形成の土台が出来た。

この期の邸宅は、伝統的和風住宅の中に洋風の応接間を持ついわゆる文化住宅が多く建てられた。こうした建築も多くは関東大震災と戦災で失われ、現存するものは稀少的価値がある。特に羽澤ガーデン・中村是公の屋敷遺構は、この地域の江戸、明治、大正、昭和の都市的展開の文脈を伝えるものとして貴重である。また、平成６年（１９９４）『復元・江戸情報地図』（朝日新聞１０月３０日発行）の１０頁の『現代ランドマーク』では羽澤ガーデンを「現代ランドマーク」として取り上げている。このことは、『復元・江戸情報地図』の編集者が『江戸情報地図』を精査した上で羽澤ガーデン・中村是公邸の存在を『現代ランドマーク』と評価し、次世代に伝えるべき遺産として認識していることであり、保存・継承すべき貴重な都市の文化遺産である。」

と述べ、羽澤ガーデンの地勢について、

　　

「羽澤ガーデン２８００坪（約１ヘクタール）の敷地は、東端の正門側は南北に走る低い谷に面し、その周囲を西に回ると地盤が高くなっている。約１０メートルの高低差があることが地形図から読み取れる。敷地の東側の谷は南へと渋谷川へと向かう地形となっている。その谷の対岸は日赤、聖心女子大学のある丘がある。

昨２００７年１２月１３日当日は羽澤ガーデンに入ることができなかったが、塀の外側からも大木があることが散見された。敷地内に約１０メートルの高低差があることはその中に斜面や地面の起伏を含むことを示すが、庭園の造作に好条件であり、そのポテンシャルがあること示す。事実、東京都内には、古河庭園や殿が谷戸庭園など敷地内の高低差を利用した近代の庭園が実在する。敷地の南東隅のテラスレストランは南面する丘の斜面に立地していたと思われる。」

と述べ、

　　　

「都市・建築は人と土地の営みの証しであり、中でも地域形成の文脈の核となるものの存在は、市民が都市の文脈をそのものの存在から実感として学び得ることができる。都市の文脈を理解することによって土地に対する愛着を持つことができる。羽澤ガーデン・中村是公邸の建築と庭園の保存は、都市の文脈を形成する建築遺産でありランドマークであること。特に、東京では、関東大震災、第二次大戦と急速な都市開発で都市文化として貴重な建築がことごとく取り壊され、住民の都市にたいする馴染み、記憶や誇りが失われつつあること。羽澤ガーデン・中村是公邸は中村是公の事績の歴史的記憶であるばかりでなく、都市の文脈の貴重な証言者であること。羽澤ガーデン・中村是公邸は建築としての質も高く、文化財建造物として保全すべき建築であり、庭園は緑地保存開発の視点からも保全すべきである。」

　　　　　　

と結んでいる。

　　　ⅱ）西氏は、簡潔ではあるが、羽澤ガーデンの建造物、庭及び植生、歴史的意義と論を進め、建物と土地が一体をなし、その建物が有形重要文化財の指定基準５点（いずれか１点に該当すればよい）のうち４点をも満たして有形重要文化財に該当すると以下のとおり指摘している。

　　　　「１　建造物について

　　　　　建造物は主体部分は大正4年（1915）の建物とされ、関東大震災や第2次大戦の空襲で多くを失った東京都内にあっては、今やこの時期の建物も年代的に大変貴重な存在である。

　　　　　すなわち、和風を基調とし接客部分には洋風の意匠を用いるという近代建築の特色をもち、建物や部屋の構造が巧妙で、過度に華美ではない落着いた意匠を見せ、全体として大正期の近代建築らしい建物だというのである。監修者の一人である後藤治氏は、もと文化庁に勤務し、都内はもちろん全国の文化財建造物に精通した建築史家で、上記の見解は専門家としての的確な指摘と考えてよい。

建造物で現在直接見ることができる表門だけを見ても、本瓦葺の屋根、放射状のいわゆる扇垂木などが見せる落着いた品格のある意匠、優れた大工技術の冴えを見せる部材の納まり、質の高い材木を利用した構成など、上記の『東京の近代建築』の指摘が十分に首肯できることを裏付けている。

大正期の近代建築の優れた特色をもち、今や少なくなってしまったこの時代の特色をよく示す建物なのだが、それ以外に、玄関・和風・洋館・離れなどの諸室からなり、接客部分・生活部分・設備部分がすべてそろって現存する点も大変貴重である。なぜなら、接客部分などオモテ（表）の部分は残されてもオク（奥）あるいはウラ（裏）の生活に直結する部分は早く失われる場合が多いからである。大正という時代の生活文化を知る上に、またとない歴史的価値をもっている。また、諸室が連結されつつ現存するこの建物は、全体として規模が大きい点も特色としてあげねばならない。

さらに、建造年代が大正4年と明確な点も、これまた大きな価値を有している。年代が明確でない建物を研究する際、年代上の指標となるからである。

また、建物の周囲に庭が展開し、庭と建物が一体となって存在している点も注目しなければならない。庭園史、造園史はもとより、生活史等からも貴重な存在だからである。

建造物の価値を論じるとき、参考になるのは国の重要文化財の指定基準である。重要文化財の指定基準は、（一）意匠的に優秀なもの、（二）技術的に優秀なもの、（三）歴史的価値の高いもの（四）学術的価値の高いもの、（五）流派的又は地方的特色において顕著なもの、以上5点のうちどれかに該当するものとなっている。

これに照らし合わせて考えると、羽沢ガーデンの建造物は、すでに説明したように、（五）以外すべての項目に当てはまる。

文化財的な価値が顕著なことがよくわかるであろう。

２　庭および植生について

　　　　　すでに述べた通り、羽沢ガーデンは、庭と建物が一体となった優れた存在である。都内に緑が少なくなったことを嘆く声が高い中にあって、ここはこの地域にかろうじて残された貴重な緑の空間である。羽沢ガーデンの専有の庭としての価値のみならず、都内の貴重な緑の空間として、そしてまた地域の重要な景観構成要素として、その価値ははかりしれない。

３　歴史的意義について

　　　　　すでに知られている通り、羽沢ガーデンは当初中村是公の自邸として建てられた。是公についてはすでに明らかにされているのでここではくり返さないが、是公の自邸であること自体が、大きな歴史的価値を持っている。そしてまた、これもすでに知られているように、将棋の名人戦で使われ、社会の注目を集める舞台ともなった。このような歴史的な背景が歴史的な価値を高めていることは言うまでもない。

　　　　　以上のように羽沢ガーデンは、建造物の価値、庭の価値、歴史的価値、いずれにおいても高い価値を有し、東京都の貴重な緑の空間としても高い価値がある。」

（３）有形重要文化財のうち建造物に係る指定基準は、基本的には上記の西意見書のとおりであるが、平成８年１０月２８日国宝重要文化財等指定基準（文部省告示第１８５号。当初は昭和２６年文化財保護委員会告示第２号）によれば、上記の５点のいずれかに該当し、かつ、各時代又は類型の典型となるものという条件が付されている。しかしこの点については西意見書が十二分に述べているとおり、是公の建造物は大正初期のまぎれもない典型であるから、指定基準を充分すぎるほどクリアしているのである。

　　　有形文化財である建造物とは、前述の法第２条１項の定義通り、「一体のものとしてその価値を形成している土地その他の物件を含む」のであるから、羽澤ガーデンの場合、西意見書のいうとおり庭が建物と一体を成していることからすれば、庭及びその付属物を含めて有形重要文化財（以下「重要文化財」という）に相当するということになる。

　　　羽澤ガーデンの場合、その存在、態様、歴史は地元自治体である被告渋谷区、東京都は充分承知していたから、文化庁、各教育委員会という公式のルートで国は充分知ることができたし、何よりも政府高官も訪れていたのであるから知らないはずはない。

法第２７条の重要文化財指定の目的は、単なる文化財のランク付けにあるのではなく、文化財を適切に保存すること（法第３条）にある。したがって、指定は所有者の意思いかんにかかわらずすることができる（第２７条）のである。国が指定した指定基準を充分クリアしている重要文化財を、その存在を知りながら指定を放置することは許されない。法第２７条のいう「指定することができる」というのは、所有者等との関係で意味を持つものであり、重要文化財に相当するものを放置して指定しなくともよいということではない。若干の裁量の余地はあるにせよ、指定基準は自ら作ったものなのであるから、これをクリアしている文化財については、これを指定する義務が国にあることは当然である。羽澤ガーデンの場合、庭と一体となった大正モダニズムを表現する建物が２０年以上前から希少になっていたのであるから、この時期には指定されているべきであり、かつ、極めて遅くとも羽澤ガーデンが日山によって閉鎖され、羽澤ガーデンの取り壊しの計画が公然化した２００７年春までには、まさに文化財を保存するために指定をなすべきであったことは過言を要しない。この不作為、指定義務違反の違法性は明白かつ重大である。かかる場合には、指定があったものとみなして法律上重要文化財として取り扱わなければ、法の趣旨、目的を踏みにじることになる。

（４）以上からすれば、羽澤ガーデンは重要文化財に相当するだけではなく、法の上でも重要文化財というべきである。本質的にいえば、文化財が重要であるかどうかは客観的に決するものであって、国の恣意的裁量によって決まるものではないからである。

重要文化財の破壊は、所有者であっても「２年以下の懲役若しくは禁固」（法第１９５条２項）に処せられる明白な犯罪となる。かかる開発行為が許されないことは明白であるが、仮に指定がないという言い逃れがなされるとしても、羽澤ガーデンが実質的な重要文化財であることはまぎれもない事実であるから、これを破壊するような開発はまさに犯罪的な権利濫用であるから、都市計画法上の手続であれ自然保護条例の手続であれ、その手続のいかんを問わず行政がこれに加担し、あるいは放置許容することは到底許されない。その理に何の変わりもない。

　　　なお補論する。

以　上
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